
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通話相手に送出すべき音声信号と、通話相手から入力された音声信号のそれぞれのレベ
ルを比較し、そのレベルの大きな音声信号を有効とするハンズフリー通話手段を備えるワ
イヤレスインターホンを複数組み合わせて構成され、上記ワイヤレスインターホン間で、
所定のワイヤレス信号の送受をすることによって、上記ワイヤレスインターホン間で、ハ
ンズフリー内線通話をする構成としており、
　被呼出側のハンズフリー通話手段を使用せずに、呼出側のハンズフリー通話手段を使用
して、ハンズフリー内線通話をする構成としたワイヤレスインターホンシステム。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記ワイヤレスインターホンは、通話相手に送出すべき音声信号、及び、通話相手から
入力された音声信号のレベルを調整するための通話音量調整手段を備える構成としている
ワイヤレスインターホンシステム。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　上記ワイヤレスインターホンは、所定の内線呼出音を作成する内線呼出音作成手段を備
えており、内線通話のための呼出を受けたときには、上記内線呼出音作成手段によって所
定の内線呼出音を作成し、作成された内線呼出音を出力する構成としたワイヤレスインタ
ーホンシステム。
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【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれかにおいて、
　上記ワイヤレスインターホンは、内線通話のための呼出をした後、応答があるまでは、
被呼出側のワイヤレスインターホンに対して、音声による呼び掛けをできる構成としてお
り、呼び掛けた音声は、上記ワイヤレス信号として、被呼出側のワイヤレスインターホン
に送出されることを特徴とするワイヤレスインターホンシステム。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれかにおいて、
　ドアホン子器を信号線で接続したワイヤレス中継器を備えており、上記ワイヤレスイン
ターホンは、上記ワイヤレス中継器との間で、所定のワイヤレス信号の送受をすることに
よって、上記ドアホン子器とのハンズフリー通話をする構成としたワイヤレスインターホ
ンシステム。
【請求項６】
　請求項１～請求項４のいずれかにおいて、
　ドアホン子器を信号線で接続した、１または複数のワイヤレス中継器を備えており、上
記ワイヤレスインターホンは、上記ワイヤレス中継器との間で、所定のワイヤレス信号の
送受をすることによって、上記ドアホン子器とのハンズフリー通話をする構成としたワイ
ヤレスインターホンシステム。
【請求項７】
　請求項１～請求項６のいずれかにおいて、
　手動操作によってワイヤレス信号を出力するワイヤレスコール機器を備えており、この
ワイヤレスコール機器が手動操作されてワイヤレス信号を出力したときには、上記ワイヤ
レスインターホンは所定のコール呼出をする構成としたワイヤレスインターホンシステム
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ハンズフリー通話機能を備えるワイヤレスインターホン、及び、このワイヤレ
スインターホンを用いて構成したワイヤレスインターホンシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近時、一般住宅などでは、インターホンシステムが広く使用されており、図８に示すよう
に、１台のインターホン親機１００に、複数のインターホン副親機２００（＃１～＃ｎ）
を、順次、２線式信号線Ｌで接続することで構成している。
【０００３】
親機１００、副親機２００は、図９に示すように、それぞれを制御する制御回路１１０と
、スピーカ１１２とマイク１１３とを用いたハンズフリー通話をするためのハンズフリー
通話回路１１１と、内線呼出のために操作する内線呼出釦１１４と、内線呼出を受けた応
答などのために操作する通話釦１１５と、電源１１６と、２線式信号線Ｌの通話線ｌに対
する電気的な接続を切り替える内線切替回路１１７とを備える。
【０００４】
ハンズフリー通話回路１１１は、マイク１１３から入力され、通話相手に送出すべき音声
信号のレベルを増幅するアンプＡＭＰ１と、通話相手から入力され、スピーカ１１２に出
力すべき音声信号のレベルを増幅するアンプＡＭＰ２と、それぞれのアンプＡＭＰ１，Ａ
ＭＰ２を制御するアンプ制御回路１１１Ａとを備える。
【０００５】
アンプ制御回路１１１Ａは、アンプＡＭＰ１，ＡＭＰ２に入力されるそれぞれの音声信号
のレベルを比較し、そのレベルの大きな音声信号の入力されるアンプＡＭＰ１，２を動作
させて増幅させる。すなわち、アンプ制御回路１１１Ａは、マイク１１３から入力された
音声信号のレベルの方が大きければ、アンプＡＭＰ１を動作させる（送話モード）。この
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とき、アンプＡＭＰ１によって増幅された音声信号が通話相手に送出される。
【０００６】
一方、スピーカ１１２に出力すべき音声信号のレベルの方が大きければ、アンプＡＭＰ２
を動作させる（受話モード）。このとき、アンプＡＭＰ２によって増幅された音声信号が
スピーカ１１２から音声として出力される。これにより、通話相手との間で、ハンズフリ
ーな交互通話が可能となる。
【０００７】
このような構成によれば、インターホン１００，２００間でハンズフリー内線通話をする
ことができる。すなわち、インターホン親機１００，２００から、他のインターホン１０
０，２００を内線呼出すると、被呼出側では、例えば、「プー」といった内線呼出音が鳴
動する。
【０００８】
その後、呼出側、被呼出側すべてが、所定時間の間は、通話線ｌに電気的に接続されて、
呼出側から全ての被呼出側に対して、音声による呼び掛け、例えば、「ごはんですよ」や
「○○さん応答して」といった呼び掛けが可能となる。
【０００９】
所定時間の間に、被呼出側のいずれか１台で応答があれば、被呼出側の他のインターホン
１００，２００では、通話線ｌとの電気的接続が解除されて、応答した１台と呼出側との
１：１の内線通話状態となる。
【００１０】
内線通話状態のワイヤレスインターホン１００，２００の動作を、図１０のタイムチャー
トとともに説明する。話者Ａが話し、話者Ｂが話さないと、話者Ａの使用するインターホ
ンＡのハンズフリー回路１１１は送話モードを実行する一方、話者Ｂの使用するインター
ホンＢのハンズフリー回路１１１は受話モードを実行する。これにより、話者Ａの話した
音声が、インターホンＢのスピーカ１１２から出力される。
【００１１】
一方、話者Ｂが話し、話者Ａが話さないと、話者Ｂの使用するインターホンＢのハンズフ
リー回路１１１は送話モードを実行する一方、話者Ａの使用するインターホンＡのハンズ
フリー回路１１１は受話モードを実行する。これにより、話者Ｂの話した音声が、インタ
ーホンＡのスピーカ１１２から出力される。
【００１２】
なお、ここでは、内線通話状態のインターホン１００，２００を、それぞれ、インターホ
ンＡ，Ｂとし、インターホンＡ，Ｂを使用して内線通話をする人を、それぞれ、話者Ａ，
Ｂとして説明している。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上記した従来のインターホンシステムでは、以下のような問題があった。すな
わち、インターホン間を２線式信号線で接続する構成のため、インターホン間の配線作業
をする必要があり、一度システムを構築してしまうと、インターホンを任意の場所に移動
することが困難である。また、インターホンを増設するにも、配線の追加工事が必要とな
り、用意に増設できない。
【００１４】
更に、通話音量の調整機構がないため、通話をしているインターホンが互いに近くにある
場合、音響の回り込みによってハウリングなどが発生する。
【００１５】
更に、内線呼出をしてから、被呼出側のいずれか１台で応答があるまでは、先述したよう
に、被呼出側の全てに対して音声による呼び掛けをするため、呼出側、被呼出側すべてが
通話線に電気的接続されるので、通話線を送受される音声信号のレベルが低下し、被呼出
側で聞こえる呼び掛けの音量が低下する。また、先述したように、通話音量の調整機構が
ないため、呼び掛け音量を適正な値に調整することができない。
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【００１６】
更に、内線通話状態のインターホンは、先述したように、そのハンズフリー通話回路のモ
ードを切り替えて、ハンズフリーな交互会話をするようにしているが、そのモード切り替
えを双方のインターホンでしているため、図１１に示すように、双方のハンズフリー通話
回路のモードが切り替えが完了するまでの切替時間が長くなり、音声の頭切れが発生しや
すく、通話が不明瞭になることがあった。
【００１７】
本発明は、これらの問題を解決するために提案されるものである。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
　そのため、本発明の請求項１では、通話相手に送出すべき音声信号と、通話相手から入
力された音声信号のそれぞれのレベルを比較し、そのレベルの大きな音声信号を有効とす
るハンズフリー通話手段を備えるワイヤレスインターホンを複数組み合わせて構成され、
ワイヤレスインターホン間で、所定のワイヤレス信号の送受をすることによって、ワイヤ
レスインターホン間で、ハンズフリー内線通話をする構成としており、被呼出側のハンズ
フリー通話手段を使用せずに、呼出側のハンズフリー通話手段を使用して、ハンズフリー
内線通話をする構成としている。
【００１９】
　請求項２では、請求項１において、ワイヤレスインターホンは、通話相手に送出すべき
音声信号、及び、通話相手から入力された音声信号のレベルを調整するための通話音量調
整手段を備える構成としている。
【００２０】
　請求項３では、請求項１または請求項２において、ワイヤレスインターホンは、所定の
内線呼出音を作成する内線呼出音作成手段を備えており、内線通話のための呼出を受けた
ときには、内線呼出音作成手段によって所定の内線呼出音を作成し、作成された内線呼出
音を出力する構成とした。
【００２１】
　請求項４では、ワイヤレスインターホンは、内線通話のための呼出をした後、応答があ
るまでは、被呼出側のワイヤレスインターホンに対して、音声による呼び掛けをできる構
成としており、呼び掛けた音声は、ワイヤレス信号として、被呼出側のワイヤレスインタ
ーホンに送出されることを特徴とする。
【００２２】
　請求項５では、ドアホン子器を信号線で接続したワイヤレス中継器を備えており、上記
ワイヤレスインターホンは、ワイヤレス中継器との間で、所定のワイヤレス信号の送受を
することによって、ドアホン子器とのハンズフリー通話をする構成とした。
【００２３】
　請求項６では、ドアホン子器を信号線で接続した、１または複数のワイヤレス中継器を
備えており、ワイヤレスインターホンは、ワイヤレス中継器との間で、所定のワイヤレス
信号の送受をすることによって、ドアホン子器とのハンズフリー通話をする構成とした。
【００２４】
　請求項７では、請求項１～請求項６のいずれかにおいて、手動操作によってワイヤレス
信号を出力するワイヤレスコール機器を備えており、このワイヤレスコール機器が手動操
作されてワイヤレス信号を出力したときには、ワイヤレスインターホンは所定のコール呼
出をする構成とした。
【００２６】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態について、図面とともに説明する。図１は、本発明のワイヤ
レスインターホンシステムの要部構成の一例を示す図である。
【００２７】
このものでは、ワイヤレスインターホンとして、１台のワイヤレスインターホン親機１と
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、複数台のワイヤレスインターホン副親機２（＃１～＃ｎ）とを設置している。なお、図
中、１４は内線呼出釦、１５が通話釦をそれぞれ示しており、これらの機能については後
述する。
【００２８】
親機１、副親機２は、図２に示すような要部構成をしており、それぞれを制御する制御回
路１０と、スピーカ１２とマイク１３とを用いたハンズフリー通話をするためのハンズフ
リー通話回路１１と、内線呼出のために操作する内線呼出釦１４と、内線呼出を受けた応
答などのために操作する通話釦１５と、電源１６と、電源１６による電源を充電池１９を
充電するための充電回路１８と、ワイヤレス信号の送受をする無線回路２０とを備える。
【００２９】
ハンズフリー通話回路１１は、マイク１３から入力され、通話相手に送出すべき音声信号
のレベルを増幅するアンプＡＭＰ１と、通話相手から入力され、スピーカ１２に出力すべ
き音声信号のレベルを増幅するアンプＡＭＰ２と、それぞれのアンプＡＭＰ１，ＡＭＰ２
を制御するアンプ制御回路１１Ａとを備える。
【００３０】
アンプ制御回路１１Ａは、アンプＡＭＰ１，ＡＭＰ２に入力されるそれぞれの音声信号の
レベルを比較し、そのレベルの大きな音声信号の入力されるアンプＡＭＰ１，２を動作さ
せて増幅させる。すなわち、アンプ制御回路１１Ａは、マイク１３から入力された音声信
号のレベルの方が大きければ、アンプＡＭＰ１を動作させる（送話モード）。このとき、
アンプＡＭＰ１によって増幅された音声信号が通話相手に送信される。
【００３１】
一方、スピーカ１２に出力すべき音声信号のレベルの方が大きければ、アンプＡＭＰ２を
動作させる（受話モード）。このとき、アンプＡＭＰ２によって増幅された音声信号がス
ピーカ１２から音声として出力される。これにより、通話相手との間で、ハンズフリーな
交互通話が可能となる。
【００３２】
このような構成によれば、インターホン１，２間でハンズフリー内線通話をすることがで
きる。すなわち、インターホン親機１，２は、内線呼出釦１４を操作すれば、他のインタ
ーホン１，２にワイヤレス内線呼出信号を送出して内線呼出する。すると、呼出側、被呼
出側では、例えば、「プー」といった内線呼出音が鳴動する。
【００３３】
その後、所定時間の間は、呼出側から全ての被呼出側に対して、音声信号をワイヤレス信
号として送出することによって、音声による呼び掛け、例えば、「ごはんですよ」や「○
○さん応答して下さい」といった呼び掛けが可能となる。ここでは、被呼出側に呼び掛け
た音声を、ワイヤレス信号として送出するので、被呼出側のインターホン数が多くても、
被呼出側に呼び掛けた音声のレベルを低下させることなく伝達することができ、被呼出側
に対して高品質な音声で呼びかけをすることができる。
【００３４】
そして、所定時間の間に、被呼出側のいずれか１台で応答があれば、応答した１台と呼出
側との通話路が形成されて、１：１の内線通話状態となり、それぞれのハンズフリー通話
回路１１を用いたハンズフリー内線通話ができる。
【００３５】
このような構成にすることによって、ワイヤレスインターホン１，２を任意の場所に設置
または移動させて、どこででもハンズフリー内線通話をすることができ、利便性が高い。
また、ワイヤレスインターホン１，２を増設するにも、配線の追加やその工事をする必要
がなく、容易にできる。
なお、内線通話に参加していないワイヤレスインターホン１，２は、後述するドアホン通
話やコール呼出をすることが可能である。
【００３６】
ワイヤレスインターホン１，２は、図３に示すような要部構成であってもよい。このもの
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は、本発明の通話音量調整手段を構成する通話音量調整ＳＷ２１を更に備えており、この
通話音量調整ＳＷ２１を操作すれば、通話相手に送出すべき音声信号、及び、通話相手か
ら入力された音声信号のレベルを調整することができる。これにより、通話状態のワイヤ
レスインターホン１，２が互いに近くにあって、音響の回り込みによってハウリングなど
が発生しても、通話音量調整ＳＷ２１の簡易な操作によって、適正な通話音量にすること
で対処できる。なお、通話相手に対する音声信号のレベルと、通話相手からの音声信号の
レベルは、通話音量調整ＳＷ２１の操作によって、互いに連動して切り替わってもよいし
、各々独立して切り替わってもよい。
【００３７】
また、ワイヤレスインターホン１，２は、図４に示すような要部構成であってもよい。こ
のものは、本発明の内線呼出音作成手段を構成する内線呼出音作成回路２２を更に備えて
おり、他のワイヤレスインターホン１，２から内線呼出を受けたときには、所定の内線呼
出音、例えば、「プー」といった内線呼出音を作成する。内線呼出を受けたときには、内
線呼出音作成回路２２で内線呼出音を出力して、スピーカ１２から出力する。これにより
、呼出側から送出されるワイヤレス内線呼出信号は、そのデータフレーム中で、呼出音の
パターンを規定する必要がなく、被呼出側で独自に作成した内線呼出音が出力されること
となり、電波状況に左右されず、高音質な内線呼出音を出力できる。
【００３８】
更に、ワイヤレスインターホン１，２は、図５に示すような要部構成であってもよく、マ
イク１３から入力された音声信号を、ハンズフリー通話回路１１を通さずに通話相手に送
出するためのバイパス回路２３（＃１）と、通話相手から入力された音声信号を、ハンズ
フリー通話回路１１を通さずにスピーカ１２に送出するためのバイパス回路２３（＃２）
とを更に備える。
【００３９】
このものは、被呼出側となって内線通話をしているときには、バイパス回路２３（＃１，
＃２）を動作させることによって、ハンズフリー通話回路１１を使用しないように、いわ
ゆる音声信号のバイパスを形成する。これにより、呼出側のハンズフリー通話回路１１の
みの動作によって、２者間のハンズフリー内線通話をするようになる。
【００４０】
すなわち、ワイヤレスインターホン１，２間で内線通話状態の際には、呼出側のワイヤレ
スインターホン１，２は、そのバイパス回路２３は動作せずに、ハンズフリー通話回路１
１に音声信号が入力され、ハンズフリー通話回路１１が先述した動作をする。一方、被呼
出側のワイヤレスインターホン１，２では、そのハンズフリー通話回路１１には、バイパ
ス回路２３の動作によって、音声信号が入力されない。これにより、呼出側のハンズフリ
ー通話回路１１の動作のみによって、２者間のハンズフリー内線通話をするようになる。
【００４１】
このような構成にすることによって、図６のタイムチャートに示すようなハンズフリー内
線通話が可能となり、インターホンＡのハンズフリー通話回路１１でのみモード切替動作
がなされることによって、切り替えが完了するまでの切替時間が従来に比べて半分となり
、音声の頭切れが発生しにくくなり、通話を明瞭にできる。
【００４２】
図７は、ワイヤレスインターホンシステムの要部構成の他例を示す図であり、このもので
は、玄関先などに設置された２台のドアホン子器５（＃１，＃２）のそれぞれに、２線式
信号線Ｌを介して、ワイヤレス中継器４（＃１，＃２）を接続している。また、建物内の
適所に、ワイヤレスインターホン親機１、ワイヤレスインターホン副親機２、ワイヤレス
インターホン子機３を設置し、更に、手動操作（押釦、スイッチ、引き紐などの操作）に
よってワイヤレス呼出信号を出力するワイヤレスコール機器６を複数設置している。なお
、ワイヤレスインターホン子機３の要部構成は、親機１、副親機２と同様である。
【００４３】
ワイヤレスインターホン１～３は、その使用目的に応じて、異なる種類の無線モジュール
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を搭載することにより、それぞれを、親機、副親機、子機と設定している。すなわち、親
機１は、親型モジュールを搭載することにより親機としており、ワイヤレス中継器４、副
親機２、子機３との間でワイヤレス信号の送受ができる。
【００４４】
また、副親機２は、親型モジュール、子型モジュールの双方を搭載することにより副親機
としており、ワイヤレス中継器４、親機１、他の副親機２、子機３との間でワイヤレス信
号の送受ができる。
【００４５】
更に、子機３は、子型モジュールを搭載することにより子機としており、親機１との間で
のみワイヤレス信号の送受ができる。
【００４６】
これにより、親機１、副親機２では、２台のワイヤレス中継器４と通信ができ、ドアホン
子器５からの呼出に対するハンズフリー通話や、ドアホン子器５を呼び出してのハンズフ
リー通話や、ドアホン子器５のモニタリングができる。そのため、ドアホン子器５とワイ
ヤレス中継器４とを施工しておけば、親機１、副親機２を任意の場所に設置または移動さ
せることができ、利便性が高く、また、ワイヤレス中継器４を屋内に設けておけば、親機
１ ,副親機２との間でのワイヤレス信号の送受を屋内ですることができ、電波状態が良好
に保て、ドアホン子器５と親機１，副親機２とのワイヤレス通信が快適にできる。
【００４７】
また、親機１では、副親機２を呼び出したハンズフリー内線通話ができ、副親機２は、親
機１や他の副親機２を呼び出したハンズフリー内線通話ができる。更に、子機１（＃４）
では、親機１（＃１）を呼び出したハンズフリー内線通話ができる。
【００４８】
なお、親機１、副親機２、子機３では、ハンズフリー通話をしているときには、通話釦１
５の所定時間以上の押し操作などによって、通話相手に音声信号を強制的に送出させる強
制送話や、通話相手からの音声信号を強制的に音声として出力させる強制受話の操作が可
能である。
【００４９】
ここで、全てのワイヤレスインターホン１～３は、呼出に対して応答操作をした後、通話
相手との間の通話路が形成されるまでは、所定の通話準備音を出力する。これは、応答操
作をした直後に話をすることによって、語頭が途切れることを防止するためである。
【００５０】
また、ドアホン子器５－ワイヤレスインターホン１，２間の通話や、インターホン１～３
間の通話をするための通話チャンネルは複数用意されており、あるペアが通話をする際に
は、自動的に空きチャンネルを決定することによって、通話チャンネルの数だけ、通話ペ
アを形成できるようにしている。これによって、複数ペアが同時並行して通話することが
できる。通話チャンネルに空きがない場合には、ワイヤレス中継器４、ワイヤレスインタ
ーホン１～３で通話チャンネル不確保表示をする。
【００５１】
また、このシステムでは、ワイヤレスコール機器６が操作されると、ワイヤレス呼出信号
が出力されるので、ワイヤレス中継器４はこれを受け付けて、インターホン１～３全てを
呼び出す。このとき、ワイヤレスインターホン１～３では、所定のコール呼出音が出力さ
れ、操作されたワイヤレスコール機器６に対応するコールＬＥＤが点灯する。これによっ
て、互いに離れた２箇所での必要に応じて、コール呼出と無線通話とを使い分けることが
できる。
【００５２】
なお、ワイヤレスコール機器６の電池切れで、出力されるワイヤレス呼出信号のレベルが
低い場合には、ワイヤレスインターホン１～３は、ワイヤレスコール機器電池切れ報知、
例えば、ワイヤレスコール機器電池切れ報知音を出力する。
【００５３】
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また、コール呼出を受けているワイヤレスインターホン１～３は、ドアホン子器５からの
呼出に対するハンズフリー通話が可能であるが、その際のコールＬＥＤの点灯は、ドアホ
ン子器５との通話終了後になされる。
【００５４】
ここで、ワイヤレスインターホン１～３のいずれか１台、例えば、親機１を、ワイヤレス
コール機器６からワイヤレス呼出信号を受信して、その呼出信号を他のワイヤレスインタ
ーホン２，３に転送するようにしてもよく、こうすれば、ワイヤレス中継器４がなくても
、ワイヤレスコール機器６からの呼出に対応することができる。なお、ワイヤレスコール
機器６からの呼出信号の周波数を変換して転送してもよい。こうすれば、法規上、使用可
能周波数の異なるコール呼出システムと無線通話システムの双方に対応することができる
。また、呼出信号を増幅して転送するようにすれば、ワイヤレス呼出信号を遠くのワイヤ
レスインターホン２，３まで転送することができ、システムの信頼性が向上する。
【００５５】
なお、図７において、ワイヤレス中継器４は、その２線式信号線接続端子（不図示）に、
ドアホン子器５から導出した２線式信号線Ｌを接続する構成としており、この構成によっ
て、既設の有線式のインターホンシステムで使用されている２線式信号線が流用でき、ワ
イヤレスインターホンシステムを用意に施工できるという利点がある。なお、本発明では
これに限られず、例えば、ワイヤレス中継器４とドアホン子器５とを同軸線で接続しても
よい。
【００６１】
　請求項１～４によれば、被呼出側のハンズフリー通話手段を使用せずに、呼出側のハン
ズフリー通話手段を使用して、ハンズフリー内線通話をするので、呼出側でのみ、送話モ
ードと受話モードとの切替動作がなされることになり、切り替えが完了するまでの切替時
間が従来に比べて半分となり、音声の頭切れが発生しにくくなり、通話を明瞭にできる。
【００６２】
　請求項５に記載のワイヤレスインターホンシステムでは、ドアホン子器とワイヤレス中
継器は、信号線で接続されており、ワイヤレスインターホンは、ワイヤレス中継器とワイ
ヤレス信号の送受をするので、ドアホンとワイヤレス中継器とを施工しておけば、ワイヤ
レスインターホンを任意の場所に設置または移動させることができ、利便性が高い。
【００６３】
また、ワイヤレス中継器を屋内に設けておけば、ワイヤレスインターホンとの間でのワイ
ヤレス信号の送受を屋内ですることができ、電波状態が良好に保て、ドアホン子器とワイ
ヤレスインターホンとのハンズフリー通話が快適にできる。
【００６４】
　請求項６に記載のワイヤレスインターホンシステムでは、ドアホン子器とワイヤレス中
継器は、信号線で接続されており、ワイヤレスインターホンは、ワイヤレス中継器とワイ
ヤレス信号の送受をするので、ドアホンとワイヤレス中継器とを施工しておけば、ワイヤ
レスインターホンを任意の場所に設置または移動させることができ、利便性が高い。
【００６５】
また、ワイヤレス中継器を屋内に設けておけば、ワイヤレスインターホンとの間でのワイ
ヤレス信号の送受を屋内ですることができ、電波状態が良好に保て、ドアホン子器とワイ
ヤレスインターホンとのハンズフリー通話が快適にできる。
【００６６】
　請求項７に記載のワイヤレスインターホンシステムでは、手動操作によってワイヤレス
信号を出力するワイヤレスコール機器を組み合わせて、ワイヤレスコール機器が手動操作
されてワイヤレス信号を出力したときには、ワイヤレスインターホンが所定のコール呼出
をするので、互いに離れた２箇所での必要に応じて、コール呼出と無線通話とを使い分け
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のワイヤレスインターホンシステムの要部構成の一例を示す図である。
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【図２】本発明のワイヤレスインターホンの要部構成の第１例を示す図である。
【図３】本発明のワイヤレスインターホンの要部構成の第２例を示す図である。
【図４】本発明のワイヤレスインターホンの要部構成の第３例を示す図である。
【図５】本発明のワイヤレスインターホンの要部構成の第４例を示す図である。
【図６】図５のワイヤレスインターホンの動作について説明するためのタイムチャートで
ある。
【図７】本発明のワイヤレスインターホンシステムの要部構成の他例を示す図である。
【図８】従来のインターホンシステムの外観を示す図である。
【図９】従来のインターホンシステムの要部構成を示す図である。
【図１０】従来のインターホンシステムの動作について説明するためのタイムチャートで
ある。
【符号の説明】
１・・・ワイヤレスインターホン親機
２・・・ワイヤレスインターホン副親機
３・・・ワイヤレスインターホン子機
４・・・ワイヤレス中継器
５・・・ドアホン子器
６・・・ワイヤレスコール機器
１１・・・ハンズフリー通話回路
２１・・・通話音量調整スイッチ
２２・・・内線呼出音作成回路
Ｌ・・・２線式信号線
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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